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宮古西維持出張所

ワイヤーロープ式防護柵への接触に注意！！

宮古西維持出張所管内の三陸沿岸道路の以下区間では、対向車線へのは
み出しによる正面衝突事故を防ぐため、ワイヤロープ式防護柵を設置して
おります。（トンネル内、橋梁部を除く）

①山田道路「山田南IC～山田IC」（7.8km）
②宮古道路「宮古南IC～宮古中央JCT」（4.8km）

対向車線へのはみ出しの危険性は少なくなり、安全性は向上しますが、
ひとたび接触事故を起こすと、事故処理やワイヤロープの損傷復旧のため、
通行止めを行うことになり、他の道路利用者にも迷惑がかかります。

通行の際は、規制速度を守り安全運転を願います。
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